
★各詳細については、当組合ホームページ掲載の「東実健保の給付内容一覧」を
　ご参照ください。

令和7年4月1日から

食事療養負担額および生活療養負担額の
一部が変更されました

　食材費等が高騰していることを考慮して、入院時にかかる食事療養負担額およ
び生活療養負担額のうち食事の提供に係るものについて、1食につき20円引き上げ
となりました。

・ 住民税非課税世帯に属する70歳以上の方で、前年の公的年金収入が80万円
以下等は据え置き

・その他住民税非課税世帯に属する方については、1食につき10円の引き上げ
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